
全ての関係者が「学校における働き方改革」の理念を共有し業務の見直し・削減を図り、児童生徒に必要な総合的な

指導を持続的に行うことのできる体制づくりを進める。 

豊岡市「学校における働き方改革」推進方針（２０２３年度～２０２５年度） 

豊岡市教育委員会  

 

 

  

※時間外在校等時間：自らの判断に基づいて行う自己研鑽やその他業務外の時間、休憩時間を除く。  
 

意識の向上 業務量の削減・効率化  
外部人材や専門ス

タッフの活用 

健康・福祉

の確保 

働き方改革にすべての教職員が

参画し主体的に取り組むこと

で、教職員の意識改の向上を図

るとともに、自身のタイムマネ

ジメントの確立を推進する 

組織体制及び勤務環境を整備すると

ともに、先進事例やＩＣＴを活用し

た校務・業務の効率化を図る 

「チーム学校」の実現に向

けた専門スタッフの配置

と、教員が担う必要のない

業務について外部人材を積

極的に活用する 

長時間労働による健

康障害防止や、メン

タルヘルスの保持増

進に配慮した校内体

制の構築を推進する 

【推進・検討する取組】 

○勤務時間の明示 

○週１日以上の「定時退勤日」

と「ノー会議デー」、平日少な

くとも１日、土日原則少なく

とも１日以上の「ノー部活デ

ー」の完全実施 

○記録簿等を活用した在校等時

間の記録 

○勤務時間の上限を意識した働

き方の推進 

○勤務時間外等における留守番

電話の活用 

●ＩＣＴ等により在校時間を客

観的に把握・集計するシステ

ムの導入の検討 

●部活動地域移行に向けた研究 

○校務支援システム等を活用した校

務・業務の効率化 

○校内会議・校内研修・学校行事等

の精選や開催方法（ペーパーレス

会議、オンライン会議等）の工夫 

○必要性の低い業務の仕分けと精選 

○先進事例集（ＧＰＨ100）の活用 

○地域行事、ＰＴＡ活動等への参加

の在り方についての検討 

●学校への調査や依頼等の精選と合

理化 

●研修会や会議のオンライン化 

●学校給食費や学校徴収金の徴収・

管理について、事務の統一化等に

よる効率化 

○学校事務職員の校務運営

参画の推進 

〇学校運営協議会制度（コ

ミュニティ・スクール）

と地域学校協働活動の一

体的推進 

●スクールカウンセラーや

スクールソーシャルワー

カー等の専門スタッフの

配置 

●指導補助教員、特別支援

教育支援員、事務補助

員、外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）、スクール・サポ

ート・スタッフ、部活動

指導員等の配置 

 

○年次休暇等の計画

的取得や各種特別

休暇の周知及び取

得の促進 

○風通しのよい学校

づくり（ハラスメ

ントのない職場づ

くり）の推進 

○健康診断、ストレ

スチェック等の受

診による健康管理

の徹底 

●夏季休業中におけ

る学校閉庁日の設

定（８月13日～

８月15日） 

【保護者・市民への理解促進】 

教育委員会および学校は、「学校における働き方改革」の取組趣旨を広く保護者や市民に広報し、理解を促進するため 

の啓発活動を行う。 

 

 時間外在校等時間が 月当たり４５時間 を超える教職員をゼロにする。 

○ 学校  ● 教育委員会 

取組１ 取組２ 取組３ 取組４ 

近年、学校や教職員に対するニーズが複雑化・多様化しており、多種多様な業務に日々追われている教職員の長時間勤務

の実態が明らかになっている。教職員が心身ともに健康で生き生きとした姿を保ちながら自分の役割を果たしていくことが

できるよう、学校における働き方改革を進めていくことが急務である。豊岡市教育委員会は、教職員が働きやすい環境を整

え、教育の質の向上と学校教育活動の充実につなげていくために本方針を策定する。 

 
目  標 


